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東京南部労働者組合
（壱番館5F）
東京南部労働者組合
（壱番館5F）

A2

西口

100m

JR五反田駅 西口
都営浅草線 A2出口
から徒歩4～5分です

港・品川・目黒・大田区など
東京南部地域で働くみなさん

私たちは
一人でも加入できる
労働組合です

職場で困ったら、
一人で悩まず、
相談を……

　もう一人じゃありません。
　組合の仲間、みんなで相談します。
　法律上の権利が生まれます。

　会社は組合と話し合う義務があります。
　不利益な差別的扱いは禁止されます。

あなたの要求を組合が一緒に勝ち取ります！

労働組合に加入したら……

労働組合に加入・結成することは、
法 的 に 認 め ら れ た 権 利 で す 。

経営者（雇用主）は、労働者が組合に加入・結成し
たこと、組合活動をしたことを理由に、その労働者
に不利益な扱いをすることは法律で禁止されて
います（労働組合法第7条）。

東京都品川区西五反田 2-11-15-501
壱番館・Vプロダクション 気付

東京南部労働者組合
（南部労組）

southwind@mbr.nifty.com

http://southwind.webnode.jp/

☎ & FAX  03-3490-0372

＊ご相談・お問い合わせはお気軽に ＊

080-3023-2375

東京南部労働者組合

「
ク
ビ
に
な
り
そ
う
」

「いきなり解雇と言われた」

「給料が安い！払ってくれない！」

「
嫌
が
ら
せ
が
ひ
ど
い
」

「
ず
っ
と
休
み
が
取
れ
な
い
」

「
仕
事
で
怪
我
をした

が
補
償
が
な
い
」

「危険な作業をやらされている」

などなど……

どんなことでも
　　相談に応じます。
　もちろん、秘密厳守・
　　　　　相談無料です。



東京南部労働者組合（南部労組）は……

1994 年に結成された、東京南部地域（品川区・大

田区・目黒区・港区）に勤務、または、在住の仲間を

基盤とした、一人でも入れる地域合同労組です。

これまで、労働組合の多くが公務員や大企業中心で、

主に正社員を組織化の対象にしていました。南部労組

は、賃金や勤務時間・有給休暇など、あたりまえの労

働者の権利さえ十分に守られていない中小零細企業で

働く仲間、臨時・パートの仲間たちの権利と要求を、と

もに実現していく組合をつくろうと、｢一人でも入れる」

「地域の仲間と団結する｣労働組合として活動していま

す。

★
”名美“の」方き働なルブシキレフ「」革改方き働「、まい

の下に、アルバイト・パートだけでなく、派遣・契約社員・

個人請負など、非正規・不安定雇用労働者は増え続け

ています。一方で、名ばかりの正社員は過重な責任を

負わせられ、過酷な長時間労働を強いられています。

雇用環境が厳しさを増す中で、パワハラや嫌がらせ

が横行し、うつ病や休業を余儀なくされる労働者が増え

ています。さらに、2019 年末からの長引くコロナ禍で

職場が失われ、生活破壊が多くの労働者に襲いかかっ

ています。

★
働く者の権利や要求がますますないがしろになってい

ます。こういう時こそ、一人でも入れる、誰でも入れる

地域合同労組の役割はますます重要です。職場では一

人でも、地域には共に闘う仲間がいます。また、全都・

全国（東京北部・中部・西部・三多摩、関西・九州など）

にも連帯・共闘関係の地域合同労組があり、必要な時

は駆けつけてくれます。

あなたの要求を、みんなの力で勝ち取ります !
職場では一人でも、企業を越えた地域の仲間が支えます !

✌ 港湾物流会社で、昇格・賃金の不利益回
復と年俸制改善を実現 ✌

　女性差別や不透明な能力評価、熟年労働者の昇給ス
トップ、57歳から年俸制に移行し賃金削減、賞与もなくな
るという不利益扱いに対し納得がいかないAさんは、南
部労組に加入。違法な不利益扱いを居直る会社に対し、
裁判闘争へ。ほぼ組合要求に沿った労使合意が成立・
和解解決に。Aさんの不利益扱いの回復だけではなく、年
俸制そのものを含めた会社全体の労働条件改善にも寄
与しました。

✌ 不動産会社のワンマン社長によるパワハラ・
退職強要を謝罪・解決 ✌

　港区にある不動産会社で、ワンマン社長のパワハラ・
退職強要の末の解雇攻撃を受けたHさんは南部労組に
加入し、会社の前で抗議行動や労働委員会への申立に
よって、解雇撤回・謝罪・解決金の支払いを勝ち取りまし
た。

✌ 乳製品販売会社を退職後に、在職中の未払
い賃金を要求し、解決金も上乗せし、獲得 ✌

　日々の過酷な業務量により、昼休憩もまともに取れずに
働いていた契約社員の2名が、在職中は会社に訴えられ
なかったことから、退職後に南部労組に加入し、未払い
賃金の支払いを要求。未払いの労働時間を認めようとし
ない会社の不当な言い分を団体交渉で押し返し、解決
金も上乗せして獲得しました。

✌ 公益財団法人のずさんな人事・労務管理
を改善させるために奮闘中 ✌

　退職強要・パワハラがまん延していた障害福祉全国団
体の職場で、不当な処分をされそうになったMさんは南
部労組に加入し、団体交渉によりこれを撤回。これまでの
労働基準法違反の是正、法令遵守を勝ち取っています。
現在も管理職による暴行・パワハラへの謝罪と再発防
止、劣悪な職場環境を改善するために闘っています。

✌ こんな解決事例があります ✌


